
東ト協業輸第１号 

令和８年４月１３日 

部会員各位 

一般社団法人東京都トラック協会 

引 越 専 門 部 会 

部会長 小倉 政人 

令和８年度 引越管理者講習の開催について 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は当部会の業務運営等につきまして、格別のご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

さて、利用者サービスのレベルアップを図ることを目的とした引越管理者講習を下記のと

おり開催致しますので、該当される方は受講いただきますようご案内申し上げます。 

 なお、本講習は「引越事業者優良認定制度」の認定要件の一つとなっており、『申請基準日

の過去３年度以内の引越管理者講習修了者』を引越に係わる全ての事業所に１名以上在籍さ

せる必要がございます。 

敬具 

記 

１．日   程   

（１）講 習 日  

①【第１回】令和８年 ６月２６日（金） A.全日本トラック総合会館 

②【第２回】令和８年 ９月１６日（水） A.全日本トラック総合会館 

③【第３回】令和８年１０月２０日（火） B.東京都トラック総合会館 

④【第４回】令和８年１１月 ４日（水） A.全日本トラック総合会館 

⑤【第５回】令和９年 １月１９日（火） A.全日本トラック総合会館 

 

（２）受講時間 

１０時００分～１６時００分（予定） 

※受付 ９時００分～９時５０分（時間厳守） 

※令和３年度より受講時間が変更となりましたので、ご注意願います。 

 

２．場    所  A．全日本トラック総合会館 ３階全ト協ホール 

東京都新宿区四谷３－２－５ ＴＥＬ ０３－３３５４－１０３８ 

 

B．東京都トラック総合会館 ７階大会議室 

           東京都新宿区四谷３－１－８ ＴＥＬ ０３－３３５９－３４０１ 

 

３．受講対象者    平成１７年度以降の全ト協統一形式での引越基本講習修了者 

          ※令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）に 

引越管理者講習修了者の方は、更新（再受講）が必要となります。 



４．講習内容  引越にかかるクレーム相談と標準引越運送約款について 

         紛失、損傷、遅延に係わる賠償の対応について(グループ討議) 

 

５．定 員 数  ４５名 

※今年度に複数名受講予定の場合、日程調整等する場合がございますの

であらかじめご了承ください。 

 

６．申込方法   東京都トラック協会ホームページ下記掲載場所より、「引越基本講習 

申込書兼受講票」をダウンロードして頂き、必要事項を記入のうえ、東

京都トラック協会事務局に、メール（yusou@tta.ne.jp）でお申し込み

ください。※申込書兼受講票には、必ず受講日を記入してください。 

 

        【東京都トラック協会ホームページ・本講習に関する情報の掲載場所】 

トップページ（https://www.totokyo.or.jp/）⇒会員の皆様へ 

⇒セミナー情報⇒「令和８年度「引越講習」の開催について」 

 

７．申込締切     

①【第１回】令和８年 ６月１２日（金）  

②【第２回】令和８年 ９月 ２日（水） 

③【第３回】令和８年１０月 ６日（火） 

④【第４回】令和８年１０月２１日（水） 

⑤【第５回】令和９年 １月 ５日（火） 

 

※締切前であっても定員を超えた場合は受付を終了させていただきます。 

 

８．受 講 費   引越専門部会員   ： 無 料 

         引越専門部会員以外： ３，５００ 円／１名（事前振込） 

         ※昼食は各自でご用意くださいますようお願い致します。 

 

９．当日の持ち物 □ 筆記用具 

         □ 名刺（グループ討議を行うため複数枚お持ちください） 

          

 

 

 ＜本件についてのお問い合わせ先及び受付窓口＞ 

(一社) 東京都トラック協会 業務部 教育研修・輸送グループ 市橋 

〒160-0004 東京都新宿区四谷３－１－８ 

電話：03-3359-3401  E-mail：yusou@tta.ne.jp 

以上 
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